
2025年7⽉9⽇ 

⼀般社団法⼈⽣活情報基盤研究機構 

 

商標「Menhera®」が登録されました（報道資料） 

 

 ⼀般社団法⼈⽣活情報基盤研究機構（茨城県⼟浦市, JP）（以下 Menhera.org）は、

2025年5⽉2⽇付けで商標「Menhera®」の登録を⽇本国特許庁に出願しておりました

が、このたび2025年7⽉7⽇付けで登録商標（登録6945732）として登録されましたの

で、ご報告いたします。 

 登録されたのは、英字（標準⽂字）「Menhera」のみで、Menhera.orgが⾏う⾮営利

のIT‧情報通信事業においてブランディングとして使⽤されるものです。 

 なお、呼称が類似する名称‧表現の利⽤であっても、Menhera.orgの商標と混同しな

いなど法律上認められたものに関しましては、当然に、従前通り誰でもこの商標に抵触

することなく利⽤することができるものと認識いたしております。 

 商標の仮ガイドラインにつきましては、別紙を参照ください。 

 

登録のポイント： 

● 私たちは⽇本において登記された⾮営利徹底型の⼀般社団法⼈で、Menhera®商

標のもと、「ITを通して社会のすべての⼈々に⾃由と⼒をもたらす」ことを⽬指

して概ね公益に資するような事業を⾮営利で⾏っており、社会のすべての⼈に開



かれたオープンな組織です（内部の⼈向けの閉ざされたコミュニティ等ではな

く）。 

● 商標は、排他的独占の道具としてではなく、Menhera.org の思想/価値観/活動を

守るための共通の資産として位置づけています（組織の理念を偽るものから守

る）。 

● 商標の使⽤にあたっては、オープンで透明な原則のもと、その理念と⼀致する形

で活⽤されることを歓迎します。 

 

 

 

 商標の詳細は以下の通りです。 

 

記 

 

出願番号: 商願2025-048650 

出願⽇: 2025年5⽉2⽇ 

登録番号: 登録6945732 

登録⽇: 2025年7⽉7⽇ 

商標: Ｍｅｎｈｅｒａ（標準⽂字） 

区分: 9類、38類、42類 

権利者: 茨城県⼟浦市 (525169552) ⼀般社団法⼈⽣活情報基盤研究機構 

存続期間満了⽇: 2035年7⽉7⽇ 

本権利は抹消されていない 

参照アドレス: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-048650/40/ja 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-048650/40/ja


別紙 

Menhera.org の商標に関する仮ガイドライン 

 

2025年7⽉9⽇ 

⼀般社団法⼈⽣活情報基盤研究機構 

代表理事 森 祐佳 

1. 正当な権利 

 あなたは、以下の⽬的で Menhera.org の商標を利⽤する正当な権利を有していま

す。 

● Menhera.org の事業や活動を正確に記述‧説明する。 

● ニュースやジャーナリズムにおいて正確に伝える。 

● 芸術作品や、⾵刺、評論などにおいて使⽤する。 

● Menhera.org のサイトにリンクする。 

 

2. ガイドラインによるライセンス 

 また、あなたはこのガイドラインに従うことにより、以下の状況で Menhera.org の

商標を利⽤することができます。 

● Menhera.org での活動において利⽤する。 

● Menhera.org に関連するコミュニティ活動において利⽤する。 

 

3. 注意事項 

 この場合、以下の注意事項に従ってください。 

● 商標を利⽤した模倣プロジェクトの作成は許可なくできません。 

● 商標を利⽤して Menhera.org に関連の無いサイトにリンクしないでください。 



● その他、他者の誤解を招く⾏為はご遠慮ください。 

● 商標はそのまま利⽤してください。改変には Menhera.org の法⼈からの正式な

許可が必要です。 

● Menhera.org での活動の外で利⽤する場合は、Menhera.org の公認の活動では

なく、公式の提携がない旨などを適正に表⽰してください。 

● Menhera.org の法⼈が公式に認めていない募⾦活動等に商標を利⽤することは

認められていません。 

● 商標のうち、登録商標であるものは、登録商標マーク（®）を表⽰するなど、登

録商標であることを明⽰することを推奨します。 

 

4. Menhera.org と関連のない利⽤（フェアユース） 

 ⽂字商標には、Menhera.org の事業には関連のない呼称が類似した⼀般的な意味の

ある⾔葉がある場合があります。例：「Menhera®」に対する「メンヘラ」など。 

 まったく⽂脈により Menhera.org の事業およびコミュニティに関連のない表現であ

ることが明らかであるような、そのような⾔葉の利⽤は、 Menhera.org の商標とは無

関係であり、制限なく⾏うことができます（これは、 Menhera.org の事業およびコ

ミュニティと混同するような⾏為に際して商標を無許可で利⽤することを許可するもの

ではありません）。 

 

5. 販売‧配布‧送信可能化しない個⼈的利⽤ 

 何⼈も、個⼈的利⽤であって、販売‧配布または送信可能化しないものについては、

⾃由に⾏うことができます。 

 

6. ドメイン名 



 法律上の例外を除き、Menhera.org の許可なく、Menhera.org の登録商標を含む、

あるいは紛らわしい⽂字列である DNS ドメイン名を登録することは認めておりませ

ん。 

 

7. 商標の侵害の疑い例の報告 

 Menhera.org の商標を侵害している疑いのある事例を発⾒したら、 Menhera.org ま

で連絡してください。 

 

8. 商標ライセンスの停⽌ 

 本ガイドラインを遵守しない者に対しては、Menhera.org は商標の利⽤を認めない

あるいは利⽤権を取り消すことができます。 

 

以上 


